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「研究双書」シリーズ
（表示価格は本体価格です）

619
中国の都市化 都市化に伴う利害の衝突がいかに解決されるかは，その都市また

は国の政治のあり方に大きく影響する。本書は，中国の都市化過
程で，異なる利害がどのように衝突し，問題がいかに解決される
のかを政治学と社会学のアプローチで考察したものである。

拡張 ,不安定と管理メカニズム
天児慧・任哲編 2015年　173p.　2,200円

618
新興諸国の現金給付政策 新興諸国等において貧困緩和政策として新た

な現金給付政策が重要性を増している。本書
では，アイディアや言説的要因に注目して新
たな政策の形成過程を分析している。

アイディア・言説の視点から
宇佐見耕一・牧野久美子編 2015年　239p.　2,900円

617
変容する中国 ･国家発展改革委員会 中国で強大な権限を有する国家発展改革委員

会。市場経済化とともに変容する機能や影響
を制度の分析とケーススタディーを通じて明
らかにする。

機能と影響に関する実証分析
佐々木智弘編 2015年　150p.　1,900円

616
アジアの生態危機と持続可能性 アジアの経済成長の周辺に置かれているフィールド

の基層から ,長期化する生態危機への政策対応と社
会対応に関する経験知を束ねていくことにより ,「サ
ステイナビリティ論」の新たな地平を切り拓く。

フィールドからのサステイナビリティ論
大塚健司編 2015年　294p.　3,700円

615
ココア共和国の近代 アフリカにはまれな「安定と発展の代名詞」と謳われたこの国

が突如として不安定化の道をたどり，内戦にまで至ったのはな
ぜか。世界最大のココア生産国の 1世紀にわたる政治史からこ
の問いに迫る，本邦初のコートジボワール通史の試み。

コートジボワールの結社史と統合的革命
佐藤章著 2015年　356p.　4,400円

614
「後発性」のポリティクス 後発の公共政策である資源・環境政策の後発

国での形成を「二つの後発性」と捉え，東・
東南アジア諸国と先進国を事例に「後発性」
が政策形成過程に与える影響を考察する。

資源・環境政策の形成過程
寺尾忠能編 2015年　223p.　2,700円

613
国際リユースと発展途上国 中古家電・中古自動車・中古農機・古着など

さまざまな中古品が先進国から途上国に輸入
され再使用されている。そのフローや担い手，
規制のあり方などを検討する。

越境する中古品取引
小島道一編 2014年　286p.　3,600円

612
「ポスト新自由主義期」ラテンアメリカにおける政治参加 本書は，「ポスト新自由主義期」と呼ばれる現

在のラテンアメリカ諸国に焦点を合わせ，そ
こでの「政治参加」の意義，役割，実態や理
由を経験的 ･実証的に論究する試みである。上谷直克編 2014年　258p.　3,200円

611
東アジアにおける移民労働者の法制度 東アジアが ASEANを中心に自由貿易協定で繋がる現在，

労働力の需要と供給における相互依存が高まっている。
東アジア各国の移民労働者に関する法制度・政策を分析
し，経済統合における労働市場のあり方を問う。

送出国と受入国の共通基盤の構築に向けて
山田美和編 2014年　288p.　3,600円

610
途上国からみた「貿易と環境」 国際的な環境政策における途上国の重要性が

増している。貿易を通じた途上国への環境影
響とその視座を検討し，グローバル化のなか
実効性のある貿易・環境政策を探る。

新しいシステム構築への模索
箭内彰子・道田悦代編 2014年　324p.　4,200円

609
国際産業連関分析論 国際産業連関分析に特化した体系的研究書。アジア国際

産業連関表を例に，国際産業連関表の理論的基礎や作成
の歴史，作成方法，主要な分析方法を解説するとともに，
さまざまな実証分析を行い，その応用可能性を探る。

理論と応用
玉村千治・桑森啓編 2014年　251p.　3,100円

608
和解過程下の国家と政治 紛争勃発後の国々では和解の名のもとにいかなる動態的

な政治が展開されているのか。そしてその動態が国家の
あり方にどのように作用するのか。綿密な事例研究を通
して紛争研究の新たな視座を探究する。

アフリカ・中東の事例から
佐藤章編 2013年　302p.　3,700円

607
高度経済成長下のベトナム農業 ･農村の発展 高度経済成長期を迎え，ベトナムの農村も急速に

変容しつつある。しかしそれは工業化にともなう
農村経済の衰退という単純な図式ではない。ベト
ナム農業・農村経済の構造的変化を明らかにする。坂田正三編 2013年　236p.　2,900円
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